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業 務 委 託 仕 様 書 

 

１ 名称 

令和７年度都市計画法等各種届出データ整備業務委託 

 

２ 委託期間 

契約日から令和８年２月27日（金曜日）まで 

 

３ 適用範囲 

本仕様書は、大阪市計画調整局が所管する大阪市統合型ＧＩＳ[庁内業務ＧＩＳ]（以下、本

システムという）で扱う関連データの整備業務について適用する。  

 

４ 業務の目的 

本システム運用の一環として、都市計画法等に基づく各種届出書類等を本システム指定の形

式（ＰＤＦ形式、Adobe Acrobat Reader DC対応）にデータ化する。本仕様書が対象とするのは、

令和６年度受付分である。 

 

５ 業務内容 

本業務は以下に示す内容の業務を実施するものとする。 

なお、DVD-Rやラベルシール等の消耗品及びスキャナ・PC等、業務に必要となる機器は受注

者の責において準備すること。 

また、業務を行う場所への届出書類の搬入及び本市への返却は、受注者が行うこと。 

 

（１） スキャナによるイメージデータ（PDF形式）の作成 

      ア 各届出書類をスキャナで取り込み、イメージデータ（PDF形式）を作成する。 

        ・解像度は300dpi程度で届出１件ごとにPDF形式１ファイルとし、１ファイルの

データ量は６ＭＢ未満とする。やむを得ず、６ＭＢ以上になる場合はあらか

じめ発注者と協議をすること。 

・届出書類の原稿サイズ及び枚数は別紙１「届出件数等数量一覧」を参照する

こと。 

        ・PDFファイルへは別紙２「ファイルコード一覧」のとおりに名称を付けること。 

        ・貸与する届出書類は１件ごとにホチキス止めし、キングファイル等に綴って

あるため、作業にあたり解体した場合は作業完了後、原状回復すること。 
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（２） イメージデータ（PDF形式）のDVD-Rへの格納 

       ア （１）で作成したデータをDVD-Rに格納する。 

        ・届出書の種類ごとにイメージデータ（PDF形式）をフォルダへ格納すること。 

        ・また、フォルダへは別紙２「ファイルコード一覧」のとおりに名称を付ける

こと。 

        ・イメージデータ（PDF形式）を１枚のDVD-Rに格納できない場合は、フォルダ

単位で分割格納すること。 

イ データを格納したDVD-Rにはファイナライズを施す。 

ウ データを格納したDVD-Rへは「業務委託名称」、「当局名」、「ウイルス対策の

詳細（ソフト名・定義・チェック年月日・フォーマット形式）」をラベルシール

等により記載すること。 

 

６ 取込対象とする届出書類 

   ・附置義務駐車施設整理票 

   ・共同住宅駐車施設整理票 

   ・駐車施設等承認書 

   ・共同住宅駐車施設等事前協議書 

   ・路外駐車場設置届出書 

   ・路外駐車場変更届出書 

   ・路外駐車場管理規定届出書 

   ・路外駐車場管理規定変更届出書 

   ・路外駐車場廃止届出書 

   ・路外駐車場休止届出書 

   ・許可申請書（都市計画法第53条第１項による） 

   ・許可申請書（大阪市風致地区内における建築等の規制に関する条例第２条第１項による） 

  

届出書類の頁の上部に黄色のマーカーで印があるものはモノクロでスキャニングするもの

とし、ピンクのマーカーで印があるものはカラーでスキャニングすること。 

 

７ 業務資料の管理 

（１）受注者は、本業務を通じて知り得た機密保持の情報を、他の目的に利用するために本

    業務に必要な範囲を超えて利用し、または第三者もしくは本業務に係わる者以外に開

    示漏洩してはならない。 
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（２）受注者は、本業務で取り扱う全ての資料等（記録媒体、ミスプリント及び会議予備資

料等含む）を、漏洩・滅失等の事故がないように、善良な管理者の注意を持って保管・

管理すること。 

（３）発注者は、受注者が本業務を実施するために必要な資料等の貸与・提供に協力するこ

と。 

（４）受注者は、発注者より貸与・提供を受けた資料等（これらの複製及び改変物を含む。）

が不要となったときは、遅延なく発注者に返還、または、本市監督職員等の指示に従

い処理すること。 

（５）受注者は、資料等の貸与・提供、返還その他の処置について、書面をもって実施する

こと。 

（６）受注者は、上記の項目に違反したことにより、本市または第三者に損害を与えた場合

は、自己の責任と負担においてその損害を賠償すること。 

（７）上記の項目は、本業務の完了または解除等の契約終了事由の如何を問わず、契約終了

後もその効力を有するものとする。 

（８）次の情報は、特に定めのない限り機密保持の情報として取り扱わないこととする。 

ア 受注者が機密保持義務を負うことなく、既に保有している情報 

イ 本業務に際して、受注者が発注者の情報提供によらず独自に入手した情報 

ウ 公知の情報 

 

８ 疑義 

本仕様書で本業務を実施するにあたり疑義が生じた場合は、発注者と協議を行い、その指

示に従うものとする。なお、協議に必要な資料は、受注者が作成する。 

 

９ 再委託の禁止 

（１）業務委託契約書第16条第１項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲げるものを

いい、受注者はこれを再委託することはできない。 

・委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 

（２）受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再

委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

（３）受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により

発注者の承諾を得なければならない。 

     なお、元請の契約金額が1,000万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、

再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。 

（４）地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競

争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注

者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の３分の１
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以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、

これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくは

プロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。 

（５）受注者は、業務を再委託及び再々委託等（以下「再委託等」という。）に付する場

合、書面により再委託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託

等の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 

なお、再委託等の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期

間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受け

ている者であってはならない。 

また、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第12条第３項に基づき、再委託等の相手

方が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を業務委託契約書第16条第

２項及び第16条の２第２項に規定する書面とあわせて発注者に提出しなければな

らない。 

 

10 提出書類 

   下記の書類を所定の時期に提出すること。 

（１）業務の着手時に提出する書類 

業務着手通知書     １部 

業務計画書及び工程表  １部（契約締結後14日以内） 

（①業務実施体制、②業務方針、③その他必要事項を記載するものとする。） 

業務責任者通知書    １部 

（２）業務実施中に提出する書類 

貸与品借用書・返納書  １部（必要に応じて、随時） 

業務打合せ書      １部（必要に応じて、随時） 

日時・場所・参加者・内容等については、常時簡易な記録（メモ）を作成し、保管し

ておくこと。また、業務委託完了後に提出すること。 

（３）業務完了時に提出する書類 

納品書         １部 

業務完了通知書     １部 

提出書類の様式については別途協議するものとする。 

 

11 検査 

本業務の完了検査は、業務委託契約書第36条に基づき行うものとし、検査に要する費用は

すべて受注者の負担とする。 
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12 成果品 

本業務に伴う成果品として、インストール用媒体（ＤＶＤ－Ｒ一式）２組を提出すること。 

 

13 ウィルスチェック 

受注者は、前条の成果品について、成果品作成完了時点で最新のウィルスに対応している

ウィルス対策ソフトによりチェックを行うこと。 

  

14 成果品の納期及び納品場所 

納期：契約日から令和８年２月27日（金曜日）まで 

納品場所：大阪市計画調整局計画部都市計画課 

 

15 担当・問い合わせ先 

大阪市計画調整局計画部都市計画課 早瀬 

電話：06－6208－7891 



別紙１

Ａ４ Ａ３ Ａ２ Ａ１ Ａ０ Ａ４カラー Ａ３カラー Ａ２カラー Ａ１カラー Ａ０カラー

駐車施設整理票（附置義務条例） 183 489 731 0 0 0

駐車施設整理票（共同住宅要綱） 206 522 496 0 0 0

駐車施設承認申請書 14 150 91 0 0 0

共同住宅事前協議書 112 138 203 0 0 0

路外駐車場の設置届出 27 143 79 0 0 0

路外駐車場の管理規程 36 244 6 0 0 0

路外駐車場の廃止届 3 12 10 0 0 0

合計 581 1,698 1,616 0 0 0 0 0 0 0 0

Ａ４ Ａ３ Ａ２ Ａ１ Ａ０ Ａ４カラー Ａ３カラー Ａ２カラー Ａ１カラー Ａ０カラー

都市計画法　53条 108 628 796 0 0 0 0 12 0 0 0

都市計画法　風致許可 120 1,006 469 0 0 0 48 158 0 0 0

合計 228 1,634 1,265 0 0 0 48 170 0 0 0

件数合計 Ａ４ Ａ３ Ａ２ Ａ１ Ａ０ Ａ４カラー Ａ３カラー Ａ２カラー Ａ１カラー Ａ０カラー 枚数合計

809 3,332 2,881 0 0 0 48 170 0 0 0 6,431

※ 両面の場合、2枚と計上する。

フォルダ名
R６
件数

枚数

フォルダ名
R６
件数

枚数

届出件数等　数量一覧（令和６年度受付分）



【ファイルコード一覧】 別紙２

スキャンを行う届出書類名 格納するフォルダ名

附置義務駐車施設整理票 駐車施設整理票（附置義務条例） 附置条例 00000000 ８桁の数字は許可番号

共同住宅駐車施設整理票 駐車施設整理票（共同住宅要綱） 共住要綱 00000000 ８桁の数字は許可番号

駐車施設等承認書 駐車施設承認申請書 条例承認 00000000 ８桁の数字は許可番号

共同住宅駐車施設等事前協議書 共同住宅事前協議書 共住協定 00000000 ８桁の数字は許可番号

路外駐車場設置届出書
路外駐車場変更届出書

路外駐車場の設置届出 路外設置 00000000 ８桁の数字は許可番号

路外駐車場管理規定届出書
路外駐車場管理規定変更届出書

路外駐車場の管理規定 路外管理 00000000 ８桁の数字は許可番号

路外駐車場廃止届出書
路外駐車場休止届出書

路外駐車場の廃止届 路外廃止 00000000 ８桁の数字は許可番号

許可申請書（都市計画法第53条第１項による） 都市計画法５３条 五三許可 R000000 ７桁の英数字は年度（R006）と許可番号（３桁）

許可申請書（大阪市風致地区内における建築等の規制に関する条例第２条第１項による） 都市計画法風致許可 風致許可 R000000 ７桁の英数字は年度（R006）と許可番号（３桁）

PDFファイル名 備考（PDFファイル名について）


